
社会福祉法人米沢栄光の里 役員等の報酬、費用弁償及び慶弔に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人 米沢栄光の里 定款（以下「定款」という。）第８条及び第２２条の

規定に基づき、社会福祉法人 米沢栄光の里（以下「法人」という。）の役員等の報酬及び費用弁償に

関し定めるもののほか、役員等の慶弔に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

 （定義） 

第２条 この規程において「役員」とは、定款第４章に定める理事、監事をいう。 

２ この規程において「役員等」とは、理事、監事、評議員、第三者委員、評議員選任・解任委員をい

う。 

 

 （報酬の支給及び額） 

第３条 役員には、報酬を支給する。 

２ 報酬は月額又は年額とし、その額は別表第１に定めるところによる。 

 

 （報酬の支給方法） 

第４条 報酬の支給方法は、次のとおりとする。  

（１）月額の報酬は、月の初日から末日までにおいて、その職務に従事した場合に当該月の２１日（そ

の日が日曜日又は土曜日若しくは休日に当たるときは、その前日においてその日前においてその

日に最も近い日曜日又は土曜日若しくは休日でない日）に支給する。 

  （２）年額の報酬は、その職務に従事した場合に、その日に支給する。 

 

 （費用弁償） 

第５条 役員等が理事長の命により職務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。 

 

 （旅費の種類） 

第６条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。 

 

 （旅費の計算） 

第７条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。 

２ 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。 

 

 （日当及び宿泊料の額） 

第８条 日当及び宿泊料の額は、別表第２に定めるところによる。 

 

 （旅費の請求手続） 

第９条 旅費（概算払いに係る旅費を含む。）の支給を受けようとする出張者及び概算払いに係る旅費の

支給を受けた出張者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを請

求しなければならない。 

２ 概算払いに係る旅費の支給を受けた出張者は、当該旅行を完了したのち所定の期間内に、当該旅行

について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。 

３ 前項の規定による精算の結果過払い金があった場合には、所定の期間内に当該過払い金を返納しな

ければならない。 

 

 （旅費の請求） 

第１０条 旅行命令権者は旅行者が、この規程による旅費により旅行することが当該旅行における特別

の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合は、その都度理事長の定める旅費を支給すること

ができる。 



 

 （慶弔の種類） 

第１１条 法人が行う役員等に対する慶弔は、次のとおりとする。 

（１）傷病見舞い 

  （２）災害見舞い 

 （３）弔意 

 

 （慶弔の基準）  

第１２条 前条に規定する慶弔の基準は、別表第３のとおりとする。ただし、当該基準により難い場合

は、その都度理事長が決定する。 

 

 （規程の改廃） 

第１３条 この規程を改正し、又は廃止しようとするときは、定款第２２条の規定により、評議員会の

決議を得なければならない。  

 

（補則） 

第１４条 この規程に定める事項のほか、役員等の報酬、費用弁償及び慶弔に関し必要な事項は理事長 

 が別に定める。 

 

 

 

附  則 

 

この規程は、平成２３年 ４月 １日から施行する。 

平成２３年 ６月１０日一部改正 

平成２４年 ４月 １日一部改正 

平成２５年 ４月 １日一部改正 

平成２９年 ４月 １日一部改正 

平成３０年 ４月 １日一部改正 

令和 ３年 ７月 １日一部改正 

令和 ５年 １月 １日一部改正 

  



別表第１  

 

役員区分 報酬区分 金      額    勤 務 形 態 

理  事  長 月     額 ２００，０００円        非  常  勤 

監     事 年     額 ２０，０００円     非  常  勤 

 

 

別表第２ 

 

区   分 

車賃 

１Kｍ

当たり 

日当 

（４時間を超え

る場合） 

日当 

（４時間を超

えない場合） 

宿 泊 料（１夜につき） 

甲 地 方 乙 地 方 

法人の会議・出張等 ３７円 １０，０００円 ５，０００円 １３，１００円 ９，８００円 

 

 

別表第３ 

 

区   分 内          容 基  準  額  等 

傷病見舞い 
役員等が負傷又は疾病により概ね１月以上

の入院加療をしたとき。 
５，０００円 

災害見舞い 
役員等が火災、自然災害等により家屋財産

等に相当の被害を被ったとき。 
５，０００円 

弔   意 
役員等が死亡したとき。 

２０，０００円 

生花、弔電 

役員等の同居家族が死亡したとき。 弔電 

 


